
　　　【お問合せ】神奈川県医療従事者健康保険組合　事務局　

　　見込み証明書（就労先より作成してもらう）を添付ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個人情報保護管理課　TEL：045-641-3400

　⇒　被保険者の扶養に入ります。

                                          状況に応じて、別途添付書類の追加を求める場合があります。

　〇課税証明書には給与収入の記載があるが、既に退職している場合

　　直近の課税（非課税）証明書に加え、退職職証明書（写し）もしくは、離職票（写し）を添付ください。

　〇雇用形態が変わり、前年度より収入が減っている場合

　　直近の課税（非課税）証明書に加え、雇用形態変更後の、雇用契約書（写し）もしくは、年間収入

大学生 ・学生証（写し）もしくは在学証明書

被保険者の扶養に入っている場合 ・添付書類不要

夫婦ともに当組合の ・添付書類不要

被保険者の場合

高校生以下 ・添付書類不要　※高校生の場合、備考欄に学校名・学年の記載が必要

子の状況 添付書類

給与所得者 ・直近の課税（非課税）証明書

自営業者 ・直近の確定申告書類 一式の写し （収支内訳書もしくは青色申告決算書を含む）

※被扶養者（異動）届の備考欄に配偶者の記号番号、氏名を記入してください

給与所得者 ・直近の課税（非課税）証明書

自営業者 ・直近の確定申告書類 一式の写し （収支内訳書もしくは青色申告決算書を含む）

年金受給者 ・直近の年金振込通知書の写し

　⇒　主に生計を維持している場合、届出により被保険者の扶養に入ることができます。

配偶者の状況 添付書類

　　　（配偶者の方が年間収入が高くても1割以内の差のため、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　被保険者の扶養に入ることができます。）

　Ⅱ配偶者が自営業者（国民健康保険加入）の場合

　　当組合の被保険者については「年間収入」を、国民健康保険に加入している配偶者については

　　「直近の年間所得で見込んだ年間収入」を比較し、年間収入の多い方の被扶養者となります。

　※直近の年間所得で見込んだ年間収入とは、直近の課税（非課税）

　　　証明書や確定申告書における年間所得のベースとなった年間収入

　　　をもとに今後1年間の収入を見込みます。

　（該当する状況に応じて、複数の書類が必要になります）

〇夫婦共同扶養に関する収入確認のための添付書類

　　①原則として、年間収入の多い方の被扶養者となります。

　　②夫婦双方の年間収入の差額が1割以内である場合は、届出により主として生計を維持する者の

　　　　被扶養者となります。

　共働きで子を扶養している場合、厚生労働省より通知された「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の

　認定について」により、次のように定められています。

　Ⅰ配偶者が給与所得者の場合

夫婦共同扶養における「被扶養者の取り扱い」と「届出の際の添付書類」 

被保険者 

500万円 

配偶者 

400万円 

被保険者 

500万円 

配偶者 

510万円 

被保険者 配偶者 

国保 健康保険組合 


